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現在、不法投棄が社会問題とされている中、人目のつきにくい道路沿線や森林内に家庭ゴミ、家電製品、
古タイヤ等を投棄する心ない人達が跡を絶たず、国道１０号（佐伯市直川・宇目地区）の山間部において
も、同様の不法投棄物が確認されています。
こうした現状から平成２７年１１月２５日、佐伯市宇目町重岡にて、国交省と大分森林管理署並びに地元
業者含め総勢６０名ほどで国道１０号及び隣接する国有林内のクリーン活動を行い、多くの不法投棄を確
認・撤去しました。
今後も他機関等と協力し、｢国民の道｣｢国民の森｣としてクリーン活動を積極的に推進し、深刻な社会問
題である不法投棄防止への意識の高揚に努めます。

こんなに不法投棄があるんだな

すごいゴミの山だ

こんな物まで捨ててるとは・・・

よーし！

協力して不法投棄撤去するぞー！

国道沿いを点検す
るぞ～

宜しくお願いします


